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から大変意義深い。 
 
今後のこととして、 

○ 本事業の対象となった地方公共団体においては、本年度の事業成果を踏まえ、被害者支援の取組を

更に推進・強化していくこと 
○ 本事業の対象とならなかった地方公共団体においては、本報告書に掲載された支援体制や取組を参

考とし、性犯罪・性暴力被害者がワンストップで相談・支援を受けられる体制の整備・強化を進めて

いくこと 
第４次男女共同参画基本計画（平成 27年 12月 25日閣議決定）において、「行政が関与するワンスト

ップ支援センター」の設置数を平成 32 年までに各都道府県に最低１か所とする成果目標が掲げられ

たところ、女性活躍社会や一億総活躍社会の実現を目指すためにも、一年でも早く全都道府県に設置

されることが望ましいことから、地方公共団体における設置に向けた検討を加速すること 
を望みたい。 

 全ての都道府県において、ワンストップ支援センター設置の必要性について理解し、特に未設置県は、

上記成果目標の実現に向けて設置のための検討を始めるとともに、既設の都度府県は引き続き、拠点病

院・人材・財源の確保と被害者支援の拡充に努力を続けることにより、被害者支援の地域間格差が縮小

され、被害からの一日も早い回復が図られることを期待したい。                 
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Ⅲ 事業実施状況 

（ワンストップ支援センター既設の地方公共団体） 

 

北海道 

宮城県 

東京都 

福井県 

岐阜県 

三重県 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 

和歌山県 

福岡県 

名古屋市 
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